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  このページは点線で切り取って保管してください。

播 磨 わくわく講 座播 磨 わくわく講 座
「安心してくらせる町にしたいなぁ」「もっと播磨町のことをしりたいなぁ」

●わくわく講座の利用手順

＜講師料は＞
　講師料は無料ですが、講座によっては、材料費
や資料代などが必要になる場合があります。

＜利用できない場合は＞
① 公の秩序を乱し、または善良な風俗を阻害す

るおそれのあるとき。
② 政治、宗教または営利を目的とした催しなど

を行うおそれのあるとき。
③ 播磨わくわく講座の目的に反しているとき。

＜注意事項＞
① この講座は、苦情などをお聞きする場ではあ

りません。
② 講座の時間は、当初予定した時間内に終わるよ

うにお願いします。
③ その場で説明できない内容がある場合も予想

されますので、ご了承ください。
④ 日程については、講座の内容、講師の都合など

により、調整させていただく場合もあります。

＜申し込みできる方は＞
　原則として、町内に在住、通学、通勤している
５人以上の団体・グループなら誰でも申し込みで
きます。（講座28・29を除く）

＜申し込み方法は＞
　実施日の1ヵ月前までに、播磨わくわく講座申
込書を企画グループへ提出してください。
　詳しくは下記をご覧ください。

＜開催時間と場所は＞
　平日・休日を問わず、午前９時から午後９時ま
での間で２時間以内（講座28・29を除く）とし、
開催場所は、公共施設・集会施設などで、町内に
限らせていただきます。

＜会場の手配は＞
　この講座は、住民の皆さんが主催する催しに、
講師を派遣する制度です。会場の手配や催しの周
知、当日の進行などは、主催者側でお願いします。

企画グループ 申し込み前に電話などでご相談いただければ、日程調整がスムーズに進みます。
☎０７９（４３５）０３５６　　　０７９（４３５）０６０９

問 合 せ・申 込 み

町内に在住、通学、通勤している
５人以上の団体・グループの

代表者

申 込 者
次ページの申込書で実施日の
１ヵ月前までに申し込む

申 込 み
メニュー表から
希望する講座を選択

メニューの選択

終了後アンケートを
記入し提出

アンケートの提出
代表の方に講座利用の
決定通知をお送りします

決定通知
主催者側が用意する
会場にて講座を開催

講座の実施 受け付け後
担当グループと調整

日 程 調 整
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○○○
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　播磨わくわく講座は、住民の皆さんが主催する会合や催しに町職員や専門家が出向き、町政の現状や
くらしの中で知っていると役立つ内容の講座を行います。講座を受講することにより、まちづくりにつ
いて理解を深めていただき、住民と行政が協働して、住みよいまちをつくることを目的としてつくられ
た講座です。

７
月
２
日
（日）
は
、
兵
庫
県
知
事
選
挙
で
す

　
住
民
票
を
移
し
て
３
ヵ
月
を
経

過
し
な
い
間
に
お
け
る
選
挙
（
兵

庫
県
知
事
選
挙
で
は
、
兵
庫
県
内

で
住
所
移
転
し
た
場
合
に
限
り
ま

す
）
に
お
い
て
は
、
旧
住
所
地
に

３
ヵ
月
以
上
居
住
し
て
い
た
場
合
、

旧
住
所
地
で
投
票
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
選
挙
期
間
中
に
旧
住
所
地
に
行

く
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
不
在

者
投
票
を
活
用
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
住
民
票
は
、
選
挙
人
名

簿
な
ど
の
各
種
の
登
録
や
行
政
サ

ー
ビ
ス
に
つ
な
が
る
大
切
な
情
報

で
す
。
進
学
や
就
職
な
ど
で
引
っ

越
し
た
ら
、
住
民
票
も
忘
れ
ず
に

移
し
ま
し
ょ
う
。

郵
便
投
票
制
度

　
身
体
に
重
度
の
障
が
い
が
あ
る

人
は
、
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票

が
で
き
ま
す
が
、
播
磨
町
選
挙
管

理
委
員
会
が
あ
ら
か
じ
め
交
付
す

る
「
郵
便
投
票
証
明
書
」
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
証
明
書
は
、
下
表
に
あ
る

手
帳
を
持
つ
人
か
ら
の
申
請
に
よ

り
交
付
さ
れ
ま
す
。
（
投
票
用
紙

の
請
求
は
、
郵
便
投
票
証
明
書
を

添
え
て
投
票
日
の
４
日
前
ま
で
に

申
請
が
必
要
で
す
）

　
ま
た
、
郵
便
投
票
が
で
き
る
人

の
う
ち
、
さ
ら
に
一
定
の
障
が
い

に
該
当
す
る
人
は
代
理
投
票
も
で

き
ま
す
。

第
１
投
票
所
が
変
更
さ
れ
ま
す

　
兵
庫
県
知
事
選
挙
よ
り
、
第
１

投
票
所
が
「
駅
西
公
民
館
」
か
ら

「
き
っ
ず
な
ホ
ー
ル
（
播
磨
町
土

山
駅
南
交
流
ス
ペ
ー
ス
）
」
に
変

更
さ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

　
「
き
っ
ず
な
ホ
ー
ル
」
に
は
駐

車
場
（
１
時
間
無
料
）
や
駐
輪
場

も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
混
雑
も
予
想

さ
れ
ま
す
の
で
、
で
き
る
だ
け
徒

歩
で
お
越
し
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ

播
磨
町
選
挙
管
理
委
員
会

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
５

点
字
・
音
声
に
よ
る
「
選
挙

の
お
知
ら
せ
」
の
無
料
配
布

　
兵
庫
県
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、

選
挙
や
候
補
者
に
関
す
る
情
報
を

点
字
ま
た
は
音
声
（
朗
読
Ｃ
Ｄ
）

に
し
た
「
選
挙
の
お
知
ら
せ
」
を
、

視
覚
に
障
が
い
の
あ
る
人
に
無
料

で
配
布
し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
音
声
に
つ
い
て
は
、
昨

年
の
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
よ
り

カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
版
か
ら
Ｃ
Ｄ
媒

体
に
変
更
と
な
っ
て
い
ま
す
。

▼
対
象
の
選
挙
　
国
政
選
挙
、
県

知
事
選
挙
、
県
議
会
議
員
選
挙

▼
申
込
方
法
　
兵
庫
県
知
事
選
挙

で
の
配
布
を
希
望
す
る
人
は
、
郵

便
番
号
、
住
所
、
氏
名
、
希
望
の

種
類
（
点
字
ま
た
は
音
声
）
を
電

話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
兵
庫
県
選
挙
管
理

委
員
会
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
一
度
申
し
込
み
を
す
る
と
、
以

後
の
選
挙
か
ら
は
自
動
的
に
郵
送

し
ま
す

▼
申
込
み
・
問
合
せ

兵
庫
県
選
挙
管
理
委
員
会

☎
０
７
８
（
３
６
２
）
３
１
０
１

　
０
７
８
（
３
６
２
）
３
９
０
７

　
神
戸
地
方
法
務
局

と
兵
庫
県
人
権
擁
護

委
員
連
合
会
で
は
６

月
26
日
か
ら
７
月
２

日
ま
で
を
全
国
一
斉

「
子
ど
も
の
人
権
１

１
０
番
」
強
化
週
間

と
定
め
て
い
ま
す
。

▼
日
時 

６
月
26
日

（月）
〜
30
日

（金）

午
前
８
時
30
分
〜
午

後
７
時

７
月
１
日

（土）
、
２
日

（日）
　

午
前
10
時
〜
午
後
５

時▼
電
話
番
号
　
全
国

共
通
、
通
話
料
無
料

☎
０
１
２
０
（
０
０

７
）
１
１
０

▼
相
談
員
　
人
権
擁

護
委
員
、
法
務
局
職

員▼
相
談
内
容
　
学
校

に
お
け
る「
い
じ
め
」、

体
罰
、
児
童
虐
待
な

ど
子
ど
も
を
め
ぐ
る

様
々
な
人
権
問
題

▼
問
合
せ

神
戸
地
方
法
務
局
人

権
擁
護
課

☎
０
７
８
（
３
９

２
）
１
８
２
１

（
内
線
３
４
６
）

高
校
生
の
皆
さ
ん
、

選
挙
事
務
を
体
験
し
よ
う
！

▼
対
象
　
播
磨
南
高
等
学
校
３
年

生
、
東
は
り
ま
特
別
支
援
学
校
高

等
部
３
年
生

▼
問
合
せ

播
磨
町
選
挙
管
理
委
員
会

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
０
３
５
５

●郵便投票ができる人

●郵便投票ができる人で、さらに次に該当する人は代理投票ができます

手帳などの種類

身体障害者手帳

身体障害者手帳

介護保険の被保険者証

戦傷病者手帳

戦傷病者手帳

障がいなどの程度

手帳などの種類 障がいなどの程度
上肢または視覚
上肢または視覚

１級
特別項症から第２項症

両下肢、体幹、移動機能
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸
免疫、肝臓
両下肢、体幹
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓
要介護状態区分

１級または２級
１級または３級
１級から３級
特別項症から第２項症
特別項症から第３項症
要介護５

神戸地方法務局、兵庫県人権擁護委員連合会

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間
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